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議案第３４号  

 

 

 

   飛騨市林業・木工技術者等修学資金貸与条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 飛騨市林業・木工技術者等修学資金貸与条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。  

 

 

 

     令和７年２月２５日提出  

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 債権区分の見直しに伴う改正 



2 

飛驒市林業・木工技術者等修学資金貸与条例の一部を改

正する条例 

 

 

 

飛驒市林業・木工技術者等修学資金貸与条例（令和２年飛驒市条例第23号）の一

部を次のように改正する。 

 

 

 

 第12条を削り、第13条を第12条とする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 資 料  
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飛騨市林業・木工技術者等修学資金貸与条例新旧対照表         （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第11条 略 第１条～第11条 略 

（延滞金）        

第12条 修学生は、正当な理由がなく修学資金を返還期日までに返還

しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数

に応じ、返還すべき額に飛騨市督促手数料及び延滞金徴収条例（平

成16年飛騨市条例第73号）の規定による割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金を加算して支払わなければならない。 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、 

閏
じゅん

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない理由がある

と認めるときは、延滞金の支払の全部又は一部 を免除することがで

きる。  

                                

                                

                                

                                

                           

                                

                              

                                

                                

     

 （委任） （委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

以下 略 以下 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市林業・木工技術者等修学資金貸与条例の一部を改正する条例に

ついて 

担 当 部 農林部 

提案理由 債権区分の見直しに伴う改正 

制定改廃 

の根拠等 

市独自の改正 

条 例 の 

概 要 

【改正の趣旨】 

本条例制定時（令和２年３月）に、公債権に係る延滞金の規定を設け

ていたが本来、当該条例は地方自治法（昭和22年法律第67号）により私

債権区分で運用すべきものであることが判明したため、今回の飛騨市私

債権管理条例の制定に合わせ、延滞金に係る規定を削除するもの。 

（第12条関係） 

市民への 

影 響 等 

特になし 

施 行 日  公布の日 

備 考  

 


